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敦賀市社会福祉協議会指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)事業所「あいあい」運営規程 

 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人敦賀市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）が開設する指定通所型基準緩和サ

ービス(Ａ型)事業所「あいあい」（以下「事業所」という。）は、要支援状態等にある利用者（以下「利用

者」という。）の心身の特性を踏まえて、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な機能訓練等を行

うことによって、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すこ

とを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所は、前条の目的を達成するため、事業の実施にあたっては、関係市町村、指定介護予防支援事

業者及びその他の保健・医療・福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合的な介護予防サービスの提供に

努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名称 敦賀市社会福祉協議会地域リハビリセンター「あいあい」 

（２）所在地 敦賀市東洋町４番１号 

 

（従事者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従事者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

（１）管理者 １人 

（２）従事職員 １人以上 

２ 事業所の従事者の員数は、「敦賀市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービス

の人員等に関する基準要綱」に規定する員数を下回らないものとする。 

３ 管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

４ 従事職員は、指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)の提供を行うものとする。 

 

（営業日、営業時間等） 

第５条 事業所の営業日、営業時間等は、次のとおりとする。 

（１）営業日    日曜日から金曜日までとする。ただし、１２月３１日から翌年１月３日までの年末年始は除く。 

（２）営業時間等 午前の部は午前９時から午前１２時まで、午後の部は午後１時から午後４時までとする。 

ただし、利用については１営業日につき、午前の部または午後の部のいずれかを利用できるもの 

とする。 

 

（利用定員） 

第６条 指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)の利用定員は、次のとおりとする。 

（１）午前の部 １０人 

（２）午後の部 １０人 
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（指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)の実施手順及び内容） 

第７条 事業所は、指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)の開始にあたり、利用者の心身状況等を把握し、利用

者個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別サービス計画を作成し、サービスの提供にあたるも

のとする。 

２ 指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)の内容は次のとおりとする。 

（１）機能訓練 

（２）健康チェック 

（３）送迎 

 

（利用料） 

第８条 指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)を提供した場合の利用料の額は、「敦賀市介護予防・日常生活支援

総合事業実施要綱」上の額によるものとし、指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)が法定代理受領サービスで

あるときは、介護保険負担割合証に示された割合の額とする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第９条 通常の事業の実施地域は、敦賀市の区域とする。 

 

（利用者等への事前の説明等） 

第１０条 事業所は、指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)の提供に際して利用時間、サービス内容、利用料等

の当該指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)のサービス利用に関する事項を、契約書及び重要事項説明書等に

明記し、利用者又はその家族に説明を行い、同意を得るものとする。 

 

(サービス提供記録の記載) 

第１１条 事業所は、指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)を提供した際には、その提供日及び内容、当該指定

通所型基準緩和サービス(Ａ型)について利用者に代って支払いを受ける介護報酬の額、その他の必要な記録

を所定の書面に記載するものとする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第１２条 指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)の利用者は、機能訓練等を利用することにより自らも心身機能

の改善及び要介護状態等となることの予防に努めるものとする。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１３条 事業所の従事者は、指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)を実施中に、利用者の病状に急変が生じた

場合その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しな

ければならない。 

 

（非常災害対策） 

第１４条 市社協は，非常災害時に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的

に避難、救出、その他必要な訓練を行うものとする。 
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（虐待防止のための措置） 

第１５条 事業所は、虐待の発生を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について

従事者に周知徹底を図る。 

（２）虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１６条 事業所は、感染症や災害等の発生時において、利用者に対する指定通所型基準緩和サービス(Ａ型)

の提供を継続的に実施するため、また、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計

画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所は従事者に対し、業務継継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施するものとする。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

（感染症予防及びまん延防止のための措置） 

第１７条 事業所は、事業所における感染症の予防及びまん延防止のため、次の各号に掲げる措置を講じるも

のとする。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図る。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

（３）事業所において、従事者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期

的に実施する。 

 

（従事者の研修） 

第１８条 事業所は、事業所の従事者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。 

（１）採用時研修 採用後３ヵ月以内 

（２）継続研修 年２回 

 

（秘密の保持） 

第１９条 事業所の従事者は、業務上知り得た個人の秘密を在職中はもちろんのこと、退職後も漏らしてはな

らない。 

 

（その他運営についての重要事項） 

第２０条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関する重要事項は市社協会長が定めるものとする。 
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附 則 

１．この規程は、平成２９年１月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この規程は、平成３０年８月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この規程は、令和５年１１月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 


